
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画提案型セミナー研修事業 

企画提案型セミナー研修事業って？ 

企画提案型セミナー研修事業制度とは、浅口商工会の会員で構成する任意の集団等が、自ら

提案する先進性・独創性に富み、かつ実用性の観点から地域中小企業の成長に貢献し、経営

基盤の確立促進に資する研修事業を企画立案の上、商工会に提案する制度です。 

どんな研修（企画）が対象になるの？ 

 自ら提案する先進性・独創性に富み、かつ実用性の観点から地域中小企業の成長に貢献し、

経営基盤の確立促進に資する下記の５つの項目に当てはまる研修事業なら大丈夫です。 

① 商品または製品の品質管理に関する研修事業 

② サービスの向上に関する研修事業 

③ 従業員等の資質向上に関する研修事業 

④ 地域産業の育成等についての研修事業 

⑤ その他地域中小企業の経営基盤確立促進に資する研修事業 

基本的には浅口商工会の講習会・研修会事業として執行します。 

対象と出来る経費等にも制限がありますし、会場の手配も必要となります。 

浅口商工会と十分に協議し、密に連絡を取り合って、事業の円滑かつ効果的な運営をお願い

します。 

 

上記事項に関するお申し込み、お問い合わせは･･･ 

        浅口商工会本部  TEL 0865(44)3211 FAX 0865(44)3212 

            担当：山辺 信義（経営指導員）  中江 由子（経営指導員） 

         金光支所  TEL 0865(42)2144  担当：鳩嵜 貴之（経営指導員） 

         寄島支所  TEL 0865(54)2231  担当：脇屋 敏弘（経営指導員） 

         里庄支所  TEL 0865(64)2058  担当：西村 崇弘（経営指導員） 

採択後はどのように事業を進めたらいいのでしょうか？ 

 

 

※お申込は「企画提案型セミナー研修事業実施計画書」を１０月３１日（火）までにご持参ください。 

☆商工会と一緒に資質向上研修を実施しませんか？ 

※過去に採用実績のある団体でもその講座が一連の計画であれば申請が可能です。 

募集 


